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(57)【要約】
【課題】人体に非接触の状態で、人体の異常の有無を容
易に判別できる人体異常判別装置を提供する。
【解決手段】人体に対してレーザー光線を照射して人体
の異常の有無を判別する人体異常判別装置１０であって
、レーザー光線を人体に対して照射するレーザー光線出
射部１２Ａと、人体で反射したレーザー光線を受光する
レーザー光線受光部１２Ｂと、レーザー光線受光部１２
Ｂで受光したレーザー光線の周波数に基づいて人体の異
常の有無を判別するＣＰＵ１４Ａと、を有する。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人体に対してレーザー光線を照射して人体の異常の有無を判別する人体異常判別装置で
あって、
　前記レーザー光線を人体に対して照射するレーザー光線照射手段と、
　人体で反射した前記レーザー光線を受光するレーザー光線受光手段と、
　前記レーザー光線受光手段で受光した前記レーザー光線の周波数に基づいて人体の異常
の有無を判別する異常判別手段と、
　を有することを特徴とする人体異常判別装置。
【請求項２】
　正常である人体で反射した前記レーザー光線の周波数を記憶する周波数記憶手段を有し
、
　前記異常判別手段は、前記レーザー光線受光手段で受光した前記レーザー光線の周波数
と、前記周波数記憶手段に記憶された前記レーザー光線の周波数と、に基づいて、人体の
異常の有無を判別することを特徴とする請求項１に記載の人体異常判別装置。
【請求項３】
　前記周波数記憶手段は、正常である人体で反射した前記レーザー光線の周波数に対して
所定の範囲をもたせた正常周波数を記憶し、
　前記異常判別手段は、前記レーザー光線受光手段で受光した前記レーザー光線の周波数
が前記正常周波数の範囲内であれば、人体の異常が無く、前記レーザー光線受光手段で受
光した前記レーザー光線の周波数が前記正常周波数の範囲外であれば、人体の異常が有る
と判定することを特徴とする請求項２に記載の人体異常判別装置。
【請求項４】
　前記異常判別手段が人体に異常有りと判定した場合に、人体に異常が有ることを外部に
通信機器に報知する通信報知手段を備えたことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１
項に記載の人体異常判別装置。
【請求項５】
　前記レーザー光線の波長は、９００ｎｍ以上１１００ｎｍ以下であることを特徴とする
請求項１乃至４のいずれか１項に記載の人体異常判別装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人体に非接触の状態で、人体の異常の有無を判別する人体異常判別装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　核家族化が進む今日では、老人だけの世帯が多くなっている。老人夫婦で暮らしている
場合は、ともかく、一方が病気や寿命などにより亡くなっていると、老人の一人暮らしと
いう状況になる。また、近年では、生涯独身で通す男女が増加しており、この場合も、将
来的には、老人の一人暮らしという状況を作り出す。最近、都心部では、特に、老人の一
人暮らしという世帯が多くなっているのは、いろいろなメディアを通じて、周知の事実で
ある。
【０００３】
　ところで、老人の一人暮らしでは、必然的に、老人の体調不良や病気などによる孤独死
が多くなる。すなわち、老人が一人で暮らしていると、自身の体調の変化に誰も気づかず
、孤独死に至る確率も多くなる。
【０００４】
　なお、この孤独死の問題は、なにも老人だけに限られるものではなく、一人暮らしをし
ている人の全てに当てはまるものである。人間が一人で暮らしていると、突発的な病気な
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どにより、家の中で倒れていても、誰も気がつかず、最悪の事態にもなりかねない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００９－５０４３５６号公報（公表番号）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このような孤独死などの一人暮らしをしている人の健康の対応策として、いろいろな健
康商品などが提案されている。例えば、生命維持に大きな影響を与える心臓の健康状態を
判別する医療装置として、例えば、医師が使用する聴診器が知られている。この聴診器は
、胸部に接触させて、心臓、肺、血管などの出す音を聞き診断するための医療装置である
。この聴診器は市販されているため、自身で購入し、日頃から健康状態をチェックするこ
とも可能であるが、聴診器を用いた体調チェックでは、異常の有無を判別するための専門
的な知識や技術が必要になり、専門知識を有していない人には馴染まない。
【０００７】
　また、聴診器の原理を採用した装置を用いて、人体の異常の有無を判別する方法も考え
られるが、かかる装置を用いると、人体に接触させなければならず、違和感や不快感の原
因となる。この結果、このような装置は使用されず、結局、体調管理を怠ることになる。
【０００８】
　そこで、本発明は、人体に非接触の状態で、人体の異常の有無を容易に判別できる人体
異常判別装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　第１の発明は、人体に対してレーザー光線を照射して人体の異常の有無を判別する人体
異常判別装置であって、前記レーザー光線を人体に対して照射するレーザー光線照射手段
と、人体で反射した前記レーザー光線を受光するレーザー光線受光手段と、前記レーザー
光線受光手段で受光した前記レーザー光線の周波数に基づいて人体の異常の有無を判別す
る異常判別手段と、を有することを特徴とする。
【００１０】
　第１の発明によれば、レーザー光線照射手段からレーザー光線が人体に対して照射され
、人体で反射したレーザー光線がレーザー光線受光手段で受光される。ここで、人体の表
面は、心臓やその他の内蔵器、呼吸、血管中の血液の流れなどにより絶えず振動を繰り返
しているため、この振動している人体にレーザー光線が照射されると、ドップラー効果に
よって、レーザー光線の周波数が変化する。この周波数が変化したレーザー光線を受光し
、異常判別手段によりレーザー光線の周波数に基づいて人体の異常の有無が判別される。
これにより、人体で反射したレーザー光線を受光するだけで、非接触にて人体の異常の有
無を容易に判別することができる。
【００１１】
　なお、本明細書において「人体に照射する」とは、人体の肌、皮膚に直接照射するとい
う意味の他に、人体が着ている衣服、人体を覆っている寝具など、人体と間接的に接触し
ている物に対して照射する意味も含まれる。
【００１２】
　第２の発明は、第１の発明において、正常である人体で反射した前記レーザー光線の周
波数を記憶する周波数記憶手段を有し、前記異常判別手段は、前記レーザー光線受光手段
で受光した前記レーザー光線の周波数と、前記周波数記憶手段に記憶された前記レーザー
光線の周波数と、に基づいて、人体の異常の有無を判別することを特徴とする。
【００１３】
　第２の発明によれば、レーザー光線受光手段で受光したレーザー光線の周波数と、周波
数記憶手段に記憶されたレーザー光線の周波数と、に基づいて、人体の異常の有無が異常
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判別手段により判別される。これにより、正常時の人体で反射したレーザー光線の周波数
を基準にして、現在における人体の異常の有無を判定することができるため、異常の有無
の判別処理が容易になる。
【００１４】
　第３の発明は、第２の発明において、前記周波数記憶手段は、正常である人体で反射し
た前記レーザー光線の周波数に対して所定の範囲をもたせた正常周波数を記憶し、前記異
常判別手段は、前記レーザー光線受光手段で受光した前記レーザー光線の周波数が前記正
常周波数の範囲内であれば、人体の異常が無く、前記レーザー光線受光手段で受光した前
記レーザー光線の周波数が前記正常周波数の範囲外であれば、人体の異常が有ると判定す
ることを特徴とする。
【００１５】
　第３の発明によれば、レーザー光線受光手段で受光したレーザー光線の周波数が正常周
波数の範囲内であれば、人体の異常が無く、レーザー光線受光手段で受光したレーザー光
線の周波数が正常周波数の範囲外であれば、人体の異常が有ると異常判別手段により判定
される。これにより、正常である人体においても体調良好の程度によって、受光したレー
ザー光線の周波数の変化に影響を及ぼすが、正常である人体で反射したレーザー光線の周
波数の値に所定の幅を持たせておくことにより、異常の有無に関して誤った判別がされる
ことを防止できる。この結果、人体異常判別装置の誤認防止を図ることができる。
【００１６】
　第４の発明は、第１の発明から第３の発明のいずれかにおいて、前記異常判別手段が人
体に異常有りと判定した場合に、人体に異常が有ることを外部に通信機器に報知する通信
報知手段を備えたことを特徴とする。
【００１７】
　第４の発明によれば、異常判別手段が人体に異常有りと判定した場合に、人体に異常が
有ることが通信報知手段により外部に通信機器に報知される。これにより、人体の異常の
有無を他人に知らせることができる。
【００１８】
　なお、「通信機器」とは、有線又は無線により通信可能な機器であり、例えば、電話装
置（固定電話や携帯電話など）、インターネットに接続した端末装置などが含まれる。
【００１９】
　第５の発明は、第１の発明から第４の発明のいずれかにおいて、前記レーザー光線の波
長は、９００ｎｍ以上１１００ｎｍ以下であることを特徴とする。
【００２０】
　第５の発明によれば、レーザー光線の波長が９００ｎｍ以上１１００ｎｍ以下であるた
め、人体にレーザー光線を照射しても人体に違和感や悪影響を及ぼすことがない。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、人体に非接触の状態で、人体の異常の有無を容易に判別できる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の第１実施形態の人体異常判別装置の構成図である。
【図２】本発明の第１実施形態の人体異常判別装置のブロック図である。
【図３】本発明の第１実施形態の人体異常判別装置の人体異常判別処理を示したフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明の第１実施形態に係る人体異常判別装置について、図面を参照して説明する。な
お、以下の説明では、「設置者」とは、本発明の人体異常判別装置で人体の異常を判別さ
れる人間を意味している。
【００２４】
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　図１及び図２に示すように、人体異常判別装置１０は、主として、レーザー光線検出器
１２と、制御システム１４と、発信装置（通信報知手段）１６と、で構成されている。ま
た、人体異常判別装置１０は、外部の通信装置（通信機器）１８と通信可能に構成されて
いる。
【００２５】
　レーザー光線検出器１２は、レーザー光線Ｌを照射するレーザー光線出射部（レーザー
光線照射手段）１２Ａと、人体Ｍで反射したレーザー光線Ｌを受光するレーザー光線受光
部（レーザー光線受光手段）１２Ｂと、制御システム１４との間で信号の送受信を行う信
号送受信部１２Ｃと、構成されている。
【００２６】
　レーザー光線出射部１２Ａは、いわゆる発光源であり、例えば、波長が９００ｎｍ以上
１１００ｎｍ以下（ｎｍ：ナノメートル、１０－９メートル）のレーザー光線Ｌを発射す
るものである。このレーザー光線Ｌは、人体Ｍに照射されるものであり、波長が９００ｎ
ｍ以上１１００ｎｍ以下とすることにより、人体Ｍへの不快感や悪影響を防止している。
なお、レーザー光線Ｌの波長は、１０６０ｎｍが特に好ましい。
【００２７】
　レーザー光線受光部１２Ｂは、例えば、受光センサなどが適用され、人体Ｍで反射され
たレーザー光線Ｌを受光する。
【００２８】
　レーザー光線出射部１２Ａ及びレーザー光線受光部１２Ｂの一例として、フォトカプラ
が適している。フォトカプラとは、入力された電気信号を光に変換し、その光で受光素子
を導通させることにより、信号を伝達するものである。内部には、発光素子と受光素子と
が収容され、外部からの光を遮断するパッケージに封じ込められた構造になっている。一
般的に、発光素子には発光ダイオード、受光素子にはフォトトランジスタが用いられる。
【００２９】
　信号送受信部１２Ｃは、レーザー光線受光部１２Ｂで受光したレーザー光線Ｌの周波数
を特定して電気信号として後述の制御システム１４に出力する。レーザー光線Ｌの周波数
を制御システムに対して出力することにより、制御システム１４で人体Ｍの異常有無の判
定に、人体で反射したレーザー光線Ｌの周波数の測定結果を参照できる。また、信号送受
信部１２Ｃは、制御システム１４からの駆動命令に関する信号を受信する。信号送受信部
１２Ｃが制御システム１４からの駆動命令に関する信号を受信することにより、レーザー
光線出射部１２Ａの発光制御（駆動制御）が実行される。
【００３０】
　レーザー光線検出機器１２には、レーザー光線検出機器１２の駆動を制御するための制
御システム１４が電気的に接続されている。なお、制御システム１４は、レーザー光線検
出機器１２に内蔵されていてもよいし、レーザー光線検出機器１２に対して有線により電
気的に接続されていてもよい。
【００３１】
　制御システム１４は、人体Ｍの異常の有無を判定するＣＰＵ（異常判別手段）１４Ａと
、正常である人体で反射したレーザー光線Ｌの周波数に関する情報を記憶したＲＯＭ（あ
るいはＲＡＭ）１４Ｂ（周波数記憶手段）と、レーザー光線検出機器１２や発信装置１６
に対して信号を出力したり、レーザー光線検出機器１２からの信号を受信するための信号
送受信部１４Ｃと、を有している。
【００３２】
　ＲＯＭ１４Ｂには、正常である人体Ｍに照射して反射したレーザー光線Ｌの周波数が記
憶されている。すなわち、正常である人体Ｍに照射して反射したレーザー光線Ｌの周波数
の所定時間における変化のパターン（既定周波数パターン）が記憶されている。人体Ｍは
、正常であるときも異常であるときも、生きている以上、心拍数、脈拍数が存在する。一
般的には、正常である人体Ｍの脈拍数（心拍数）は、１分間に下限：５０回から上限：１
００回までである。このような人体Ｍに対してレーザー光線Ｌを照射すると、照射対象で
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ある人体Ｍの皮膚や照射部は、心拍数、脈拍数に応じた微振動を繰り返しているため、レ
ーザー光線Ｌが人体Ｍで反射すると、レーザー光線Ｌの照射対象が微小移動していること
に他ならないから、ドップラー効果が発生する。このため、人体Ｍで反射したレーザー光
線Ｌの周波数は、人体Ｍの心拍数、脈拍数などに対応して一定の割合で変化している。こ
のように、正常である人体Ｍで反射したレーザー光線Ｌの周波数の所定時間における変化
が既定周波数パターンとしてＲＯＭ１４Ｂに記憶されている。
【００３３】
　特に、正常である人体Ｍについても、人体Ｍの脈拍数（心拍数）は、１分間に下限：５
０回から上限：１００回までの範囲にわたる。このため、正常である人体Ｍで反射したレ
ーザー光線Ｌの周波数の所定時間における変化の既定周波数パターンに対しても所定の幅
を設ける必要がある。具体的には、人体Ｍで反射したレーザー光線Ｌの周波数の振幅値の
大小の範囲に所定の許容値が設けられ、また、人体Ｍで反射したレーザー光線Ｌの周波数
の変化の間隔に対しても所定の許容値が設けられた補正周波数パターンがＲＯＭ１４Ｂに
記憶されている。
【００３４】
　なお、ＲＯＭ１４Ｂには、正常である人体Ｍで反射したレーザー光線Ｌの周波数の既定
周波数パターンに替えて、正常な人体Ｍの脈拍数（心拍数）の所定時間における変化（心
拍数パターン）が記憶されていてもよい。この正常な心拍数パターンが、ＣＰＵ１４Ａに
よりレーザー光線受光部１２Ｂで受光したレーザー光線Ｌの周波数パターンと比較される
。また、正常な人体Ｍの脈拍数（心拍数）の所定時間における変化（心拍数パターン）に
対しても、所定の幅を設ける必要がある。具体的には、正常な人体Ｍの脈拍数（心拍数）
の所定時間における変化の振幅値の大小の範囲に所定の許容値が設けられ、また、正常な
人体Ｍの脈拍数（心拍数）の所定時間における変化の間隔に対しても所定の許容値が設け
られた補正心拍数パターンが、ＲＯＭ１４Ｂに記憶されている。
【００３５】
　ＣＰＵ１４Ａは、レーザー光線受光部１２Ｂで受光したレーザー光線Ｌの周波数と、Ｒ
ＯＭ１４Ｂに記憶された正常である人体Ｍに照射して反射したレーザー光線Ｌの周波数と
、に基づいて、人体Ｍの異常の有無を判定する。具体的には、人体Ｍに対して所定の時間
だけレーザー光線Ｌを照射し続けると、人体Ｍで反射したレーザー光線Ｌの周波数は、人
体Ｍの脈拍数（脈拍の状態）に応じて変化する（周波数パターン）。レーザー光線受光部
１２Ｂで受光したレーザー光線Ｌの周波数の所定時間における変化と、正常である人体で
反射したレーザー光線Ｌの周波数の所定時間における変化（既定値、既定周波数パターン
）と、を比較することにより、人体Ｍの異常の有無を判定することができる。例えば、レ
ーザー光線受光部１２Ｂで受光したレーザー光線の周波数の所定時間における変化の間隔
が規定値よりも短いときや長いときには、正常であるときの脈拍数（心拍数）よりも現在
の脈拍数（心拍数）が早くなったり、遅くなったりしているため、人体Ｍの異常が有りと
判定する。一方、レーザー光線受光部１２Ｂで受光したレーザー光線Ｌの周波数の所定時
間における変化の間隔が規定値と略同じ長さの場合には、正常であるときの脈拍数（心拍
数）と現在の脈拍数（心拍数）とが略同じであるため、人体Ｍの異常が無しと判定する。
一例として、正常である人体Ｍの脈拍数（心拍数）は、１分間に下限：５０回から上限：
１００回までである。そして、レーザー光線受光部１２Ｂで受光したレーザー光線Ｌの周
波数の所定時間における変化の間隔が１分間に下限：５０回を下回ったり、上限：１００
回を上回ったりすると、人体Ｍに異常があることになり、下限：５０回から上限：１００
回までの範囲であれば、人体Ｍに異常がないことになる。このように、レーザー光線受光
部１２Ｂで受光したレーザー光線Ｌの周波数パターンと、ＲＯＭ１４Ｂに予め記憶された
レーザー光線Ｌの既定周波数パターンと、を比較して、現在の人体Ｍの異常の有無が判定
される。
【００３６】
　特に、ＣＰＵ１４Ａは、レーザー光線受光部１２Ｂで受光したレーザー光線Ｌの周波数
パターンと、ＲＯＭ１４Ｂに記憶されている補正周波数パターンと、を比較して、人体Ｍ
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の異常の有無を判定することにより、正常である人体Ｍがたまたまその日にとった行動や
調子（例えば、運動後や入浴後の脈拍数や心拍数などは、安静にしている状態のそれらと
異なるものとなる）によって変動が生じている場合も考慮して、人体Ｍの異常の有無を判
定することができる。このように、人体Ｍの個人差や環境変化なども考慮して人体Ｍの異
常の有無を判定することにより、正常である人体Ｍに対して、異常有りと誤認することを
防止できる。
【００３７】
　ＣＰＵ１４Ａは、レーザー光線受光部１２Ｂで受光したレーザー光線Ｌの周波数パター
ンと、正常な人体Ｍの脈拍数（心拍数）の所定時間における変化（心拍数パターン）と比
較して異常の有無を判定してもよい。この場合も、補正心拍数パターンを考慮して、人体
Ｍの異常の有無を判定することが好ましい。
【００３８】
　信号送受信部１４Ｃは、レーザー光線検出機器１２を駆動するための制御信号をレーザ
ー光線検出機器１２に対して出力する。また、レーザー光線検出機器１２から出力された
信号を受信する。ここで、レーザー光線検出機器１２から出力された信号には、レーザー
光線受光部１２Ｂで受光したレーザー光線Ｌの周波数パターンを特定した信号が該当する
。また、信号送受信部１４Ｃは、ＣＰＵ１４Ａにより人体Ｍの異常が有ると判定された場
合に、発信装置１６に対して異常を報知するための信号を出力する。
【００３９】
　発信装置１６は、無線又は有線により外部の通信装置１８に対して通信できる装置であ
る。具体的には、発信装置１６は、外部の電話装置を呼び出すための電話装置（例えば、
固定電話、携帯電話など）が該当する。この場合には、外部の通信装置１８、電話装置（
例えば、固定電話、携帯電話など）になる。このように、発信装置１６と外部の通信装置
１８のそれぞれに電話装置を適用することにより、発信装置１６から外部の通信装置１８
に対して呼び出し、外部に対して人体Ｍの異常有りを知らせることができる。この場合、
有線電話でも無線電話でもよい。また、発信装置１６がインターネット接続可能な端末装
置でもよい。この場合には、外部の通信装置１８は、インターネット接続可能な端末装置
になる。このように、発信装置１６と外部の通信装置１８のそれぞれに端末装置を適用す
ることにより、例えば、インターネットを経由した電子メールの送受信で外部に対して人
体Ｍの異常有りを知らせることができる。
【００４０】
　次に、人体異常判別装置１０の設置場所として、居住部屋である天井に設けることが好
ましい。天井に人体異常判別装置１０を設けることにより、人目を避けた位置となって設
置者に不快感を与えることがない。また、天井という高い部位に人体異常判別装置１０を
設けることにより、設置者が部屋のどの場所にいても、レーザー光線Ｌを照射させること
ができ、人体Ｍの異常の有無を判定することができる。
【００４１】
　また、外部の通信装置１８は、例えば、病院の内部、身内の自宅などに設けることが好
ましい。発信装置１６からの報知により、医師や身内に異常であることを早急に知らせる
ことができ、救急車の手配をしたり、早期に治療することにより、設置者の生命を危険か
ら救うことが可能になる。
【００４２】
　次に、本発明の第１実施形態の人体異常判別装置１０を用いた人体異常判別処理につい
て説明する。
【００４３】
　図３に示すように、先ず、レーザー光線検出器１２のレーザー光線出射部１２Ａからレ
ーザー光線Ｌが出射される（Ｓ１００）。これにより、人体Ｍの肌部にレーザー光線Ｌが
照射する。このとき、出射されるレーザー光線Ｌの波長は９００ｎｍ以上１１００ｎｍ以
下であるため、人体Ｍに不快感や悪影響を及ぼすことがない。
【００４４】
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　人体Ｍに照射されたレーザー光線Ｌは、人体Ｍの肌部や皮膚で反射される（Ｓ１１０）
人体Ｍの肌部や皮膚で反射したレーザー光線Ｌがレーザー光線受光部１２Ｂで受光される
（Ｓ１２０）。ここで、上述した通り、人体Ｍの肌部や皮膚は、鼓動、血液の流れなどの
生理現象により微小振動を繰り返しているため、光源であるレーザー光線出射部１２Ａと
人体Ｍの照射部位との相対距離が変化している。このため、人体Ｍにレーザー光線Ｌが照
射すると、ドップラー効果が発生して、人体Ｍの肌部や皮膚に照射する直前のレーザー光
線の周波数と、人体Ｍの肌部や皮膚で反射したレーザー光線Ｌの周波数が異なるものにな
る。レーザー光線受光部１２Ｂでレーザー光線Ｌを所定時間にわたって受光し続けること
により、レーザー光線受光部１２Ｂで受光したレーザー光線Ｌの周波数の変化（周波数パ
ターン）を特定することができる（Ｓ１３０）。なお、レーザー光線受光部１２Ｂで受光
したレーザー光線Ｌの周波数の変化（周波数パターン）を特定処理は、レーザー光線受光
部１２ＢにＣＰＵを内蔵して実行してもよいし、制御システム１４のＣＰＵ１４Ａ側で実
行してもよい。受光したレーザー光線Ｌの周波数の変化（周波数パターン）は、レーザー
光線検出器１２の信号送受信部１２Ｃから制御システム１０に対して出力される。
【００４５】
　レーザー光線受光部１２Ｂで受光したレーザー光線Ｌの周波数の変化（周波数パターン
）を特定した後、制御システム１４のＣＰＵ１４Ａにより、人体Ｍの異常の有無が判定さ
れる（Ｓ１４０）。この判定方法（原理）については、既に上述した通りであり、ＲＯＭ
１４Ｂに記憶されたレーザー光線Ｌの既定周波数パターンと比較してＣＰＵ１４Ａにより
検討される。
【００４６】
　この結果、人体Ｍの異常有りと判定された場合（Ｓ１４０：ＹＥＳ）には、制御システ
ム１４の信号送受信部１４Ｃから発信装置１６に対して報知する指示を示した報知信号が
出力される（Ｓ１５０）。そして、報知信号を受けて、外部の通信装置１８に対する報知
処理が発信装置１６により実行される（Ｓ１６０）。具体的には、発信装置１６は、外部
の通信装置１８に対して、電話により、人体異常の緊急事態であることを示す内容の通信
をしたり、インターネットを利用した電子メールの送信により人体異常の緊急事態である
ことを報知する。なお、発信装置１６には、外部の通信装置１８と電話通信した際に発声
する音声（例えば、「人体に異常あり。早急にきてください。」など）のデータをＲＯＭ
１４Ｂなどに記憶させておくことが好ましい。また、発信装置１６には、外部の通信装置
１８と電子メールで通信した際に送信するためのコンテンツ（例えば、「人体に異常あり
。早急にきてください。」など）のテキストデータを記憶させておくことが好ましい。
【００４７】
　発信装置１６には、警告音を出力するためのスピーカが設けられていてもよい。発信装
置１６にスピーカを設けることにより、人体Ｍに異常がある場合に、スピーカから警告音
が出力される。これにより、共同で生活する人や近所に住んでいる人に対して、異常があ
ることを知らせることができる。例えば、１つの家に複数人で生活している場合でも、誰
かに異常があると判定されれば、警告音が出力されるため、他の人に知らせることができ
る。また、一人暮らしの場合でも、周辺近所の人に異常であることを報知することができ
、救急車の手配や早期の治療も可能になる。
【００４８】
　なお、本発明は、人体Ｍの脈拍数、心拍数、呼吸数に基づいて、人体Ｍの異常の有無を
判別する構成であるため、特に、人体Ｍの心臓の機能の異常の有無を判別することができ
る。
【００４９】
　以上のように、本発明の第１実施形態によれば、レーザー光線Ｌを利用して人体Ｍの異
常の有無を判別することになるため、人体Ｍに対して物体が非接触の状態を維持して、人
体Ｍの異常の有無を判別することができる。特に、レーザー光線Ｌを利用するため、人体
Ｍと人体異常判別装置１０とが３ｍ（メートル）以上離れていても、人体Ｍの異常の有無
を判別することができる。そして、正常である人体Ｍで反射したレーザー光線Ｌの周波数
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別することができる。人体Ｍの異常がある場合には、外部の通信装置１８に緊急事態を報
知することにより、設置者を早期に治療することができ、生命の危険から救うことが可能
になる。なお、設置者が就寝中であるときも、人体Ｍの皮膚や肌部にレーザー光線Ｌを照
射することにより、脈拍数から人体Ｍの異常の有無を判定することができる。
【００５０】
　また、正常である人体Ｍで反射したレーザー光線Ｌの周波数パターンに所定の許容範囲
をもたせた補正周波数パターンをＲＯＭ１４Ｂに記憶させておき、この補正周波数パター
ンと比較して、人体Ｍの異常の有無を判定することにより、正常である人体Ｍのわずかな
誤差を考慮して、人体Ｍの異常の有無を判定することができる。これにより、人体Ｍの異
常の有無の判定において、正常である人に対して異常であると判定してしまう誤認（誤判
定）を防止できる。
【００５１】
　また、本実施形態では、ビデオカメラなどで設置者を録画しているわけではないので、
設置者は人に見られている不快感を持つことがない。
【００５２】
　なお、第１実施形態では、設置者の皮膚や肌部にレーザー光線Ｌを照射して、ここで反
射したレーザー光線Ｌの周波数の変化に基づいて、人体Ｍの異常の有無を判定する構成を
説明したが、レーザー光線を照射する部位として、設置者の衣服や布団などでもよい。
【００５３】
　すなわち、衣服や布団は、設置者の呼吸（呼吸数）に合わせて、腹部が振幅し、その腹
部の振幅の影響を受けて、同様に振幅（振動）している状態になっている。このため、微
小振動している皮膚と同じように、ドップラー効果が発生するため、衣服や布団にレーザ
ー光線Ｌを照射すると、衣服や布団で反射したレーザー光線Ｌの周波数が、照射する前の
レーザー光線Ｌの周波数と異なるようになる。
【００５４】
　そして、ＲＯＭ１４Ｂには、正常あるときの設置者の衣服や布団で反射したレーザー光
線Ｌの周波数パターンが記憶されており、受光したレーザー光線Ｌの周波数パターンと比
較することにより、人体Ｍの異常の有無を容易に判定することができる。
【００５５】
　このように、就寝中や衣服を着ている場合でも、人体Ｍの異常の有無を判定することが
可能になる。特に、就寝中における異常を判別することにより、就寝中に発生する生命の
危険から救うことができる。このように、設置者が布団に潜り込んでいる場合や、衣服で
肌が露出していない場合でも、布団や衣服にレーザー光線Ｌを照射することにより、人体
Ｍの異常の有無を容易に判別することができる。
【符号の説明】
【００５６】
１０　　　人体異常判別装置
１２Ａ　　レーザー光線出射部（レーザー光線照射手段）
１２Ｂ　　レーザー光線受光部（レーザー光線受光手段）
１４Ａ　　ＣＰＵ（異常判別手段）
１４Ｂ　　ＲＯＭ（周波数記憶手段）
１６　　　発信装置（通信報知手段）
１８　　　通信装置（通信機器）
Ｌ　　　　レーザー光線
Ｍ　　　　人体
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【手続補正書】
【提出日】平成21年6月12日(2009.6.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　第１の発明は、人体の心拍数又は脈拍数に起因して振動する人体の振動部位又は当該振
動部位の振動に伴って変位する部位に対して、波長が９００ｎｍ以上１１００ｎｍ以下で
あるレーザー光線を照射して人体の異常の有無を判別する人体異常判別装置であって、前
記レーザー光線を人体に対して照射するレーザー光線照射手段と、人体で反射した前記レ
ーザー光線を受光するレーザー光線受光手段と、正常である人体で反射した前記レーザー
光線の周波数の所定時間における変化のパターンを記憶する周波数記憶手段と、前記レー
ザー光線受光手段で受光した前記レーザー光線の周波数に基づいて人体の異常の有無を判
別する異常判別手段と、を有し、前記異常判別手段は、前記レーザー光線受光手段で受光
した前記レーザー光線の周波数の所定時間における変化と、前記周波数記憶手段に記憶さ
れた前記レーザー光線の周波数の所定時間における変化のパターンと、を比較して、人体
の異常の有無を判別することを特徴とする。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　第２の発明は、第１の発明において、前記周波数記憶手段は、正常である人体で反射し
た前記レーザー光線の周波数の所定時間における変化のパターンに対して所定の範囲をも
たせた補正周波数パターンを記憶し、前記異常判別手段は、前記レーザー光線受光手段で
受光した前記レーザー光線の周波数の所定時間における変化が前記補正周波数パターンの
範囲内であれば、人体の異常が無く、前記レーザー光線受光手段で受光した前記レーザー
光線の周波数の所定時間における変化が前記補正周波数パターンの範囲外であれば、人体
の異常が有ると判定することを特徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　第２の発明によれば、レーザー光線受光手段で受光したレーザー光線の周波数が正常周
波数の範囲内であれば、人体の異常が無く、レーザー光線受光手段で受光したレーザー光
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線の周波数が正常周波数の範囲外であれば、人体の異常が有ると異常判別手段により判定
される。これにより、正常である人体においても体調良好の程度によって、受光したレー
ザー光線の周波数の変化に影響を及ぼすが、正常である人体で反射したレーザー光線の周
波数の値に所定の幅を持たせておくことにより、異常の有無に関して誤った判別がされる
ことを防止できる。この結果、人体異常判別装置の誤認防止を図ることができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　第３の発明は、第１の発明又は第２の発明において、前記異常判別手段が人体に異常有
りと判定した場合に、人体に異常が有ることを外部に通信機器に報知する通信報知手段を
備えたことを特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　第３の発明によれば、異常判別手段が人体に異常有りと判定した場合に、人体に異常が
有ることが通信報知手段により外部に通信機器に報知される。これにより、人体の異常の
有無を他人に知らせることができる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　なお、レーザー光線の波長が９００ｎｍ以上１１００ｎｍ以下であるため、人体にレー
ザー光線を照射しても人体に違和感や悪影響を及ぼすことがない。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人体の心拍数又は脈拍数に起因して振動する人体の振動部位又は当該振動部位の振動に
伴って変位する部位に対して、波長が９００ｎｍ以上１１００ｎｍ以下であるレーザー光
線を照射して人体の異常の有無を判別する人体異常判別装置であって、
　前記レーザー光線を人体に対して照射するレーザー光線照射手段と、
　人体で反射した前記レーザー光線を受光するレーザー光線受光手段と、
　正常である人体で反射した前記レーザー光線の周波数の所定時間における変化のパター
ンを記憶する周波数記憶手段と、
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　前記レーザー光線受光手段で受光した前記レーザー光線の周波数に基づいて人体の異常
の有無を判別する異常判別手段と、
　を有し、
　前記異常判別手段は、前記レーザー光線受光手段で受光した前記レーザー光線の周波数
の所定時間における変化と、前記周波数記憶手段に記憶された前記レーザー光線の周波数
の所定時間における変化のパターンと、を比較して、人体の異常の有無を判別することを
特徴とする人体異常判別装置。
【請求項２】
　前記周波数記憶手段は、正常である人体で反射した前記レーザー光線の周波数の所定時
間における変化のパターンに対して所定の範囲をもたせた補正周波数パターンを記憶し、
　前記異常判別手段は、前記レーザー光線受光手段で受光した前記レーザー光線の周波数
の所定時間における変化が前記補正周波数パターンの範囲内であれば、人体の異常が無く
、前記レーザー光線受光手段で受光した前記レーザー光線の周波数の所定時間における変
化が前記補正周波数パターンの範囲外であれば、人体の異常が有ると判定することを特徴
とする請求項１に記載の人体異常判別装置。
【請求項３】
　前記異常判別手段が人体に異常有りと判定した場合に、人体に異常が有ることを外部に
通信機器に報知する通信報知手段を備えたことを特徴とする請求項１又は２に記載の人体
異常判別装置。
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